仕様書

１．業務名
令和８年度高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施におけるデータ分析

２．業務目的
本業務は以下を目的とする。

(1)課題・要因分析
KDB等のデータから、地域の健康課題を明確化し、要因を整理・分析する。施策の検討を支援するとともに、これまでに実施した施策の効果を検証する。
(2)施策の検討
(1)の分析により、社会参加の促進を含む各地域の対象者の課題に対応したフレイル予防等の一体的な取組を検討する。

３．業務内容
(1)データ授受・加工
受託者が、分析対象データ（KDBデータや高齢者を対象とした施策に関するデータ等）を受領する際、氏名等の個人情報を別の対象者IDに置き換えた形で受領すること。氏名を対象者IDへ置き換える工程は、受託者が庁舎内で行うこととし、ツールの作成も行うこと。

受領対象のデータは以下の通りとする。
①KDB突合CSVファイル
②住民リスト(死亡情報含む）		
③その他、各種事業対象リストデータ等

(2)キックオフミーティング
①介護予防事業における課題把握について、前提となる計画、検証対象となる施策、分析方法について確認する。
②ハイリスク対象者の抽出基準や方法について確認する。

(3)課題・要因分析
①【３．(1)データ授受・加工】で示したデータを用い、15項目の質問票の回答や介護認定状況などについて、地区別集計を行い、地域課題を確認する。課題把握では社会保障費や自立・非自立期間等の項目を確認する。
2 [bookmark: _GoBack]当該課題に対し要因分析を実施する。また、通いの場等の参加者等のデータがある場合には当該施策の効果を確認する。

(4)中間打合せ
課題・要因分析の結果を提示し、結果に基づき、介入施策の方向性を協議する。

(5)施策の検討
①優先的に課題解決を図るテーマについて、指標別・属性別に集計し、特に指標に対し優位ないし劣位した属性を把握することで、乖離要因を把握し、要因分析の結果を踏まえ、乖離要因を解消する施策案の検討を行う。
②介入施策の優先度や住民に対する啓発コンテンツの検討・作成支援を実施する。

(6)報告会
課題・要因分析や施策の検討結果を踏まえ、各事業対象者への介入結果や質問票の回答内容の改善などについて、短期目標の進捗状況を確認するとともに、介入の有無について、各事業で行った施策に対し、事業の評価を行う。

(7)成果物
①課題・要因分析の結果
②介入施策の方向性、優先度
③住民に対する啓発方法案

４．納入場所
　大東市　高齢介護室

５．支払い 
(1)受託者は、全ての業務完了後、すみやかに業務完了届を本市へ提出し、履行状況の確認を受けること。
(2)検査完了日の属する月の翌月末日までに、受託者の指定する銀行口座に一括して委託料を振り込むこととする。

６．再委託の取り扱い 
(1)受託者は、この仕様書に基づく委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により、本市と協議し、市の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2)この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負うこと。

７．個人情報の保護
受託者は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
 
８．その他
(1)本業務の円滑な進捗を図るため、実施前に十分協議を行うとともに、常に連絡を密にし、業務に支障のないようにするものとする。
(2)受託者は、契約締結後速やかに工程表（業務スケジュール）を委託者に提出すること。
(3)委託者が本業務の実施状況等を照会し、調査または報告を求めた場合は、受託者は速やかに対応すること。
(4)本仕様書に定めのない業務実施に関する事項については、別途協議の上、決定するものとする。

以上


